
 

 
 

 

 

 

 

 

 

松戸市の治水計画 



1 
 
 

１．総合計画 第５次実施計画（政策目的体系） 

〇期間：平成２６年度～平成２８年度 

〇 節 ：５節 魅力ある都市空間の形成と産業の振興 

政策21 ●安全な川に整備し、きれいな水とふれあえるようにします。 

【めざしたい将来像】 

    清流と豊かな自然環境の保持に向けて、川に親しめるような整備をすることで、川辺が市民の憩いの場となることを実

現します。 

指標 
実績値 現状値 めざそう値 

１３年度 １９年度 ２１年度 ２４年度 ２８年度 ３２年度 

緑地・河川などの自然環

境に満足している人の割

合 

 

２１.１％ 

 

２２.７％ 

 

１９.４％ 

 

２２.０％ 

 

２３.５％ 

 

２５％ 

 

流域整備面積率 

 

 

５４.６％ 

 

５７.４％ 

 

５７.９％ 

 

６７.８％ 

 

６９.２％ 

 

６２％ 

 

ＢＯＤ７５％値 

（国分川水系） 

 

１５ｍｇ/ℓ 

 

８.６ｍｇ/ℓ 

 

９.０ｍｇ/ℓ 

(20年度) 

 

９.２ｍｇ/ℓ 

 

１０ｍｇ/ℓ 

以下 

 

１０ｍｇ/ℓ 

以下 

 

水質基準達成率 

（国分川水系） 

 

３７％ 

 

７５％ 

 

８３％ 

(20年度) 

 

８３％ 

 

１００％ 

 

１００％ 

 

ＢＯＤ７５％値 

（坂川水系） 

 

５.９ｍｇ/ℓ 

 

５.１ｍｇ/ℓ 

 

７.０ｍｇ/ℓ 

(20年度) 

 

６.４ｍｇ/ℓ 

 

５ｍｇ/ℓ 

以下 

 

５ｍｇ/ℓ 

以下 

 

水質基準達成率 

（坂川水系） 

 

４５％ 

 

６６％ 

 

５８％ 

(20年度) 

 

１００％ 

 

１００％ 

 

１００％ 

 

河川利用イベント 

の参加者数 

 

－ 

 

１０,３９５人 

 

１８,７００人 

 

７,５２９人 

 

１４,０００人 

 

２２,０００人 

下水道利用率 

（下水道利用者数 

    ／市内人口） 

 

６２.１７％ 

 

 

７２.２６％ 

 

 

７４.１０％ 

 

 

７７.５％ 

 

 

８１％ 

 

 

８５％ 
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◆水害を少なくします。 
【施策の展開方向】 

    浸水被害常襲化地区の水害の軽減を図るため、河川と排水路の計画的な改修を行います。 

   市街地における雨水対策については、放流先河川の改修事業と調整を図りながら、浸水被害常襲化地区、および計

画的な開発が進められている地区を中心に治水対策を推進します。 

近年、都市における局所的な集中豪雨が見られ、その浸水対策が必要となってきました。 

河川や排水路などの整備を推進し、保水や遊水機能の保全に努めるとともに、市民が災害（洪水）時に備えるため

のソフト対策を含め、治水安全度の向上を図ります。 

   ◇河川を整備します。 

№ 取組み課題 めざす成果 目標 対象事業 事業費（千円） 

121 水害から市民を守る

ため、春木川、紙敷

川、上富士川上流

等の改修、整備を行

います。 

河川の改修や

排水路の整備

により、水の流れ

がよくなります。 

平成２４年度 

５２.７％だった 

浸水対策率を５

６.１％にします。 

排水施設整備事業 ２６ ４３２,７３８ 

２７ ６７０,６８５ 

２８ ７７４,０５６ 

計 １,８７７,４７９ 

  ※浸水対策率：整備済み延長／整備計画延長（整備率） 

 

 

◆水環境をよくします。 
【施策の展開方向】 

        本市は、行政面積に対する河川等の延長が県内で最も長い都市です。親水性に配慮した 

護岸を整備するとともに、環境学習などの市民参加による水辺活用フロジェクトを推進し、こうした 

豊かな水の資源を都市の魅力づくりに生かしていきます。 

 また、河川の水質保全や衛生的な生活環境の向上のため、普及率 １００％をめざして下水  

道施設の整備、普及を推進します。 

 さらに、市内河川にかつての清流を取り戻し、生態系の維持機能の向上を図るため、排水にお 

ける水質の規制や河川愛護の啓発に努め、公共下水道整備とともに、河川浄化施設などの 

水質改善対策を推進します。 

 また、雨水の貯留や浸透による水源の確保や環境用水などの導入を図り、河川や湧水地の 

水量の確保に努めます。 

◇水辺空間をよくします。 

№ 取組み課題 めざす成果 目標 対象事業 事業費（千円） 

122 水辺空間をよりよくす

るため、坂川親水広

場の再整備を行いま

す。 

良好な水辺空

間に魅力あふれ

る親水施設が整

備されます。 

坂川親水広場の

再整備を完了さ

せます。 

水辺拠点事業 

（水辺の施設整備業

務） 

２６ １５,０８５ 

２７ ３１,０００ 

２８ ２１,０００ 

計 ６７,０８５ 
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2．松戸市事業の概要 

事業名称 春木川排水整備事業 

背  景  準用河川春木川沿川地域は、昭和 56 年の台風 24 号により、甚大な被害を被ったため、災害関

連事業の認定を受け、暫定的改修ではありますが、災害関連事業を最大限活用したな災害復旧

事業が実施されました。その後、下流区間の国分川分水路の通水や国分川上流部の改修効果も

加わり、この地域における水害は沈静化しておりましたが、平成 15・16 年の集中豪雨や台風により、

春木川流域に大きな水害が発生したことから、現在、下流部の国分川の流下能力（３５㎥/ｓ）に見

合った流下能力での改修を進めています。 

被害状況 平成16 年10 月9 日／台風22 号 降雨規模：56mm/ｈ  総降雨量：235mm/日 

床上：50 軒、床下：132 軒、道路冠水 

整備計画 ・流域面積：8.44ｋ㎡ 

・計画規模：確率1／7.5  降雨強度 50mm／ｈ 

・計画流量：河道分担分 35㎥／s（流域分担分：45.22㎥／s） 

・整備率  ：480.5m／1,167m＝41.2％（H25 年4 月1 日現在） 

・下流部（４１４ｍ）：Ｈ１９年度～２２年度   中流部（４１６ｍ）：Ｈ２３年度～２６年度 

 

標準断面図（上幅6.12m／下幅4.6m×深2.3m＋余裕高 ） 

 

 

 

高暮橋上流部 
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事業名称 紙敷川排水整備事業 

現河道の状況  紙敷川は、下流部が災害復旧事業によりコンクリート矢板護岸で暫定整備され、それより上流の紙

敷及び関台土地区画整理事業区域内は、土地区画整理事業により、下水道相当規模の断面で、

道路下にﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞー ﾄ構造の水路で整備が完成しています。 

また、上流部の一部は、北総鉄道開通に併せ、計画断面で整備が完了しておりますが、中流部と

上流部は、未改修で1.9㎥／S程度の水路です。今後も、紙敷流域の浸水被害の軽減を目的に、流

下断面を拡大し、流下能力の向上に努めます。 

整備計画 

 

・流域面積：7.17ｋ㎡ 

・計画規模：確率 1/5 降雨強度50mm/ｈ 

・計画流量：22～34㎥／s（上流部： 22㎥／s、中流部:34㎥／s、下流部：流域分担分 7㎥／s） 

紙敷川の整備状況（平成25 年4 月1 日現在）                         全体延長：4,352.5ｍ 

下流部（706ｍ） 紙敷土地区

画整理区間 

中流部（800ｍ） 関台土地区

画整理区間 

上流部(1,101.7m) 

整備済 暫定改修 整備済 未改修 整備済 未改修 

361ｍ 345ｍ 1,044ｍ 305ｍ 495ｍ 362ｍ 639.5ｍ 801ｍ 

  整備率：2,712ｍ／4,352.5ｍ＝62.3％ 

 

標準断面図〈中流部：34㎥／ｓ断面〉 

 

 

 

紙敷川下流部（紙敷第３貯留池付近） 
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事業名称 上富士川上流排水整備事業 

背   景  準用河川上富士川改修事業の完成により、過去度重なる浸水被害の常習地区の根木内霜田地区では

ほぼ解消されましたが、県道松戸・柏線の根木内城跡橋より、上流域の旧根木内東小学校周辺や柏市東

山・酒井根地区は、なお浸水被害が発生しており、上富士川上流部の排水能力の向上を図るため、排水路

を整備し、浸水被害の軽減を図るものです。 

被害状況 平成5 年8 月27 日 台風11 号 

降雨規模：57mm／ｈ  総雨量：234mm／日 

床下：26 軒（松戸市 11 軒、柏市 15 軒）  浸水面積：123 

事業概要 ・計画規模：確率 1/5  降雨強度50mm/ｈ 

・計画流量：33㎥／s 

・計画区間：県道松戸・柏線～根木内橋上流水路合流点 Ｌ＝400ｍ 

・用地買収：現況幅 3.6ｍ→計画幅7ｍ 

834 ㎡／1,640 ㎡＝50.9％ 

事業費負担 全体流域面積：363.72ha 

柏市：37.08％（228.6ha）   流山市：5.94％（29.8ha）  松戸市：56.98％（105.3ha） 

標準断面図 

 

整備状況 

 



6 
 

事業名称 都市基盤河川国分川改修事業 【完成】 

背  景  国分川上流部は、平成6年3月に通水した国分川分水路の完成に伴い，分水路上流部の獅子

舞橋上流端から黎明橋下流端までの１，１６４ｍの区間を準用河川春木川から一級河川国分川へ

格上げしました。 

 本事業は、真間川流域に属し、真間川流域総合治水対策特定河川事業と整合を図りながら河

道の改修を進められました。平成6 年度に都市小河川事業と床上浸水対策特別緊急事業の採択

を受け、その後、都市基盤河川事業として推進され、多自然型川づくりにより、平成１９年度に事業は

完了しています。 

目  的  都市基盤河川国分川改修事業は、国分川上流部の浸水解消を図るとともに、河川が本来有して

いる生物の良好な生育環境に配慮し、あわせて、美しい自然景観を保全・創出する「多自然型川

づくり」を目的として改修されました。 

整備テーマ 「谷津の自然を受け継ぐ多様な水辺環境をもつ川づくり」 

全体計画 １．総延長   １，１６４ｍ        ５．河川計画 

２．用地買収   33,115 ㎡        （1）確  率  1/7.5 年      

３．護岸工   １，１６４ｍ          （2）降雨強度50mm/ｈ 

４．橋梁工      ３橋          （3）計画高水 35～70㎥/S        

                         （4）河床勾配  1/1,000 

（5）河川用地幅：28.4～42.4ｍ 

標準断面図（70㎥／s 断面 ｗ＝42.4ｍ） 

 

子の神橋上流 
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事業名称 準用河川上富士川改修事業 【完成】 

事業概要 上富士川流域は柏市、流山市、松戸市にまたがり、流域内の土地利用計画は、9 割近くが市

街化区域なことから開発が著しく、雨水の流出量が増大し治水安全度が急速に低下していまし

た。 

 特に、松戸市根木内字霜田地区は流域内で最低地部にあることから、度重なる浸水被害にみ

まわれていましたが、昭和 61 年度から河川改修が実施され、国道 6 号線横断部の完成により浸

水被害が大幅に解消しました。 

 更に、この上流部の浸水被害の解消を図るため、県道橋梁部上流端までの治水事業に合せて

河川環境整備を実施して、平成 15 年度には河道改修が完成し、隣接する根木内歴史公園と調

和を図った河川環境となっています。 

全体計画 ・総延長    ４０９ｍ  

・用地買収   ４,６０８㎡ 

・護岸工    ４０９ｍ 

・橋梁工      １橋 

・河川計画 

  計画規模 確率 1/7          河床勾配  1/470～310 

  降雨強度50mm/ｈ          河川用地幅（国道6 号上流）  15.3m 

  計画高水  51～55㎥/S       河川断面  9,000/7,600＊3,300mm 

標準断面図 

 

 県道松戸・柏線下流付近 
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事業名称 準用河川神明堀改修事業（上流部）  【完成】 

背   景  神明堀上流部は、全長 1，307ｍの内、松戸市管理区間は 594ｍです。そのうち、４６０ｍ区間は、昭

和56年台風２４号により甚大な被害を受けたことから、坂川放水路より整備に着手し、昭和60年度に

完了しました。その上流部の流山市管理区間は暫定改修でしたが、流山市では、木地区の土地区

画整理事業に伴い、平成 13 年度より本市と同規模の治水安全度を確保するため、河川改修を行い

ました。 また、新松戸ケヤキ通りに突き当たる、小金字出作地先には松戸市管理区間（１３４ｍ）があ

り、この区間についても、平成16 年度より事業着手し、平成23 年度に整備が完了しました。 

全体計画 ・総延長   1,307ｍ（上流部） 

・松戸市改修区間 

  未整備区間の 864ｍのうち、松戸市改修延長＝134ｍ（残りの 730m は流山市改修区間） 

・河川計画 

計画規模  確率 1/10         河道分担分 24㎥/S  

  降雨強度  57.2 mm/ｈ          流域分担分 26㎥/S（220,590㎥貯留浸透施設対応） 

計画高水  50㎥/S            河床勾配  1/2300 

現況河道５.８ｍ×２.６ｍ  Ｑ＝１０㎥/S → 計画河道６.８ｍ×４.５ｍ   Ｑ＝11.4～24㎥/S  

費用負担 

 

当事業における費用負担については、流域の９割を占める流山市から流域負担として、準用河川神

明堀改修事業基本協定に基づき、流山市：６６.３２％   松戸市：３３.６８％ 

 

標準断面図（切梁併用Ｕ型コンクリート護岸） 

 

 

整備状況 
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事業名称 準用河川神明堀改修事業（下流部） 

背   景  神明堀下流部は、江戸川と坂川放水路、坂川、横六間川に囲まれた坂川流域内の最低地部を

流れ、水害時は横六間川の洪水時に逆流し堤防より溢水することにより、浸水被害を受けていまし

た。 

 このため、横六間川の改修にあわせて平成 4 年度から改修事業を進め平成 7 年度から平成 12

年度まで、県費補助を受け事業を実施しました。 

 また、当地区は、本市で策定した「まつど水都市２１」の中で「水のかおりゾーン」として位置付けさ

れ、横六間川等を含め魚の産卵場や絶好の釣り場となり、改修にあたっては生態系に配慮した河川

になっております。 

全体計画 ・総延長  920ｍ     

・築堤工  920ｍ    

・橋梁工   3 橋    

・河川計画        

   計画規模  確率 1/10 

計画流量   1.58～3.36㎥/S 

降雨強度   57.2 mm/ｈ 

流域面積   0.26ｋ㎡ 

総事業費   267,000 千円 

標準断面図 

 

 新松戸クリーンセンター付近             
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名   称 準用河川平賀川改修事業 

背   景 

 

 

 

 

 平賀川流域では、昭和 50 年 1 年間で８回もの浸水被害があり、雷雨程度でも発生していまし

た。特に、昭和50 年7 月21 日の雷雨による浸水被害では、小金原団地から流下した洪水と、

上富士川からの氾濫により、常磐線の盛土によって形成された低地部及び国道６号上流部に

湛水し、443 戸が被災しました。この雷雨による降水量は、時間雨量 65mm、総雨量 72.5mm のも

ので、降雨時間は 2.5 時間でした。 

治水計画と注意喚起 

 昭和 50 年 7 月の雷雨による浸水を契機として、常磐線上流域の氾濫区域に対しては水害危険区域であることを

電柱に表示し、住民及び居住者に対する備えを喚起しました。 

 一方、雨水対策として、小金原団地の約２／３の地区からの雨水を新坂川にバイパスする二ツ木都市下水路を

計画しました。 また、下流部の浸水対策の一環として、洪水流量を一時貯留し、下流河川に対する洪水負荷の軽

減を図るため、公園等の地下を利用した雨水貯留施設を計画しました。 

 

計画概要 

〇計画降雨：時間50mm、24 時間降雨188mm        

〇計画高水量：56㎥／ｓ 

①河川分担流量：40㎥／ｓ 

二ツ木都市下水路による分水：25㎥／ｓ 

平賀川河川改修：15㎥／ｓ 

※士川排水区からの流出量5㎥／ｓは、 

 富士川へ排水 

②流域分担流量：16㎥／ｓ 

 （ユーカリ交通公園貯留地、小金公園等） 

 

 

 

標準断面図
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名  称 流域貯留浸透事業 

背  景  松戸市における流域貯留浸透事業は、昭和 55 年度より実施されています。昭和６１年度より、真

間川総合治水対策の流域整備計画に基づき、国の補助を受けて真間川流域の整備を実施すると

ともに、平成13 年度から坂川流域に着手し本事業の推進を図っております。 

目  的  都市化の著しい河川流域における洪水流出量の増大等に対し、治水安全度を確保するとともに

流域の保水、遊水機能の恒久的な維持・増進・地下水の涵養による河川の平常時流量の確保と

ヒートアイランド現象の緩和を図るものです。 

全体計画（小、中、高校）   

区 分 真間川流域 坂川流域 手賀沼流域 計画貯留量合計 

計 画 24 校  61,930㎥ 45 校  42,100㎥ 6 校  5,230㎥ 75 校  109，260㎥ 

実 績 24 校  61,640㎥  6 校  6,910㎥ 1 校  1,200㎥ 31 校   69，750㎥ 

 

標準断面図（水深：30ｃｍ以下） 

 

河原塚中学校      貯留前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯留後（Ｖ＝520㎥） 
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事業名称 地域排水ポンプ整備事業 

事業概要 浸水区域解消のための重点施策として、河川や主要幹線排水路の改修をはじめ雨水貯留地や

排水機場の設置、遊水地の確保などの総合的な治水対策を講じていますが、治水対策には、莫

大な費用と用地の取得の困難等から治水安全度の向上には長期間の年月を要します。 

 このような状況下で、当面抜本的な治水整備が見込めない低地部地域において局地的な浸水

対策を図るため昭和４０年代後半より内水排除用の小規模なポンプを設置し、浸水被害の軽減を図

っています。 

整備状況 

 

１． 設置箇所数     

 ３４箇所（水路敷内、水路敷に面して設置してある地域排水ポンプ） 

２． 流域別設置状況 

流域 箇所数 備         考 

坂 川 流 域 25 箇所 栄町西：8、栄町：１、馬橋：２、古ヶ崎：１、他：13 

真間川流域 5 箇所 高塚新田：4、紙敷：1、 

手賀沼流域 4 箇所 高柳：１、五香：2、六実：1 

３． ポンプ容量別設置状況 

ポンプ容量 １㎥/分以下 2～10㎥/分 11～20㎥/分 20㎥/分以上 

箇所数 9 箇所 18 箇所 5 箇所 2 箇所 

４.  箇所別設置状況 

区分 雨水貯留池 水路 

箇所数 21 箇所 12 箇所 

５.  下水道維持課管理 

   ６８箇所（道路敷内に設置してある地域排水ポンプ） 

※地域排水ポンプは、基本的には暫定施設であることから、下流部等の排水整備が完了すれば 

  適宜、撤去しています。（自然流下の排水路に切り替え） 

※ただし、雨水貯留池の付属施設のポンプや河川水位の高い栄町西地区等の低地部の地域ポ

ンプについては、将来的にも撤去は難しい状況です。（坂川・六間川沿いの地域ポンプ） 

地域排水ポンプ 
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